
第１２５回丹波篠山市議会１１月２８日会議

議会提出議案

令和６年１１月２８日

丹 波 篠 山 市





議案第６８号 

丹波篠山市自家用有償旅客運送条例の一部を改正する条例 

丹波篠山市自家用有償旅客運送条例（平成３０年篠山市条例第４号）の一部

を次のように改正する。 

別表第１村雲線の項を削る。 

別表第２中「、村雲地区については大芋地区を」を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

令和６年１１月２８日提出 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明 
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議案第６９号 

丹波篠山市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 

の一部を改正する条例 

丹波篠山市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７

年篠山市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

第２条に次の２号を加える。 

(5) 特定個人番号利用事務 法第１９条第８号に規定する特定個人番号利用

事務をいう。 

(6) 利用特定個人情報 法第１９条第８号に規定する利用特定個人情報をい

う。 

第４条第１項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用

事務」に改め、同条第３項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個

人番号利用事務」に、「同表の第４欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個

人情報」に改め、同項ただし書中「特定個人情報」を「利用特定個人情報」に

改める。 

第５条第１項第２号中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番

号利用事務」に、「同表の第４欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情

報」に、「当該特定個人情報」を「当該利用特定個人情報」に改める。 

別表第１の２ 市長の項の次に次のように加える。 

３ 市長 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に

関する事務であって規則で定めるもの 

別表第１の３ 教育委員会の項中「３ 教育委員会」を「４ 教育委員会」

に改め、同表に次のように加える。 

５ 教育委員会 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に

関する事務であって規則で定めるもの 

別表第２中 

「 

(6) 高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和５７年法律第８０号）又

は同法第７条第１項に規定する医

療保険各法による医療に関する給

付の支給に関する情報 

」 
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を 

「 

(6) 高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和５７年法律第８０号）又

は同法第７条第１項に規定する医

療保険各法による医療に関する給

付の支給に関する情報 

(7) 住登外者宛名番号管理機能によ

る住登外者の情報の管理に関する

情報（以下「住登外者宛名情報」

という。） 

 」 

に改め、同表２ 市長の項中「住民票関係情報」の次に「又は住登外者宛名情

報」を加え、同表に次のように加える。 

３ 市長 住登外者宛名番号管理機能

による住登外者の情報の管

理に関する事務であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報又は住民票

関係情報であって規則で定

めるもの 

別表第３中「教育委員会」を「１ 教育委員会」に改め、同表に次のように

加える。 

２ 教育委員会 住登外者宛名番

号管理機能によ

る住登外者の情

報の管理に関す

る事務であって

規則で定めるも

の 

市長 住登外者関係情報であ

って規則で定めるもの 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

  令和６年１１月２８日提出 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明 
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議案第７０号 

丹波篠山市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

丹波篠山市附属機関設置条例（平成２７年篠山市条例第９号）の一部を次の

ように改正する。 

別表市長の部丹波篠山市女性委員会の項を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（丹波篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正） 

２ 丹波篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（平成１１年篠山市条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

別表女性委員会の項を削る。 

  令和６年１１月２８日提出 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明 
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議案第７１号 

丹波篠山市まちづくり条例の一部を改正する条例 

丹波篠山市まちづくり条例（平成２２年篠山市条例第４５号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１５条第２項中「まちづくりに支障があると認めるときは、国等に対し、

必要な協議をする」を「まちづくりを推進するため必要があると認めるときは、

当該国等に対し、第４条第３項各号に掲げる計画と整合を図るよう協議を求め

る」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

  令和６年１１月２８日提出 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明 
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議案第７２号 

  丹波篠山市立歴史美術館、丹波篠山市立武家屋敷安間家史料館、篠  

山城大書院及び丹波篠山市立青山歴史村の共通入館料に関する条例 

の一部を改正する条例 

 丹波篠山市立歴史美術館、丹波篠山市立武家屋敷安間家史料館、篠山城大書院

及び丹波篠山市立青山歴史村の共通入館料に関する条例（平成１３年篠山市条例

第８号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項の表中「６００円」を「９００円」に、「３００円」を「５００

円」に、「１５０円」を「３００円」に改める。 

  附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

令和６年１１月２８日提出 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明 
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議案第７３号

丹波篠山市児童発達支援センターの指定管理者の指定について

 丹波篠山市児童発達支援センターの指定管理者について、下記のとおり指定

したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の

規定により議会の議決を求める。

記

１ 指定管理者 丹波篠山市沢田１２０番地３ 

社会福祉法人わかたけ福祉会

理事長 明山 重則 

２ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

令和６年１１月２８日提出

丹波篠山市長 酒 井 隆 明 
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議案第７４号

令和５年度丹波篠山市水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定によ

り、令和５年度丹波篠山市水道事業会計未処分利益剰余金６４０，９６４，１

６２円のうち２７３，０００，０００円を減債積立金に、１２，０００，００

０円を建設改良積立金に積み立て、３５５，９４０，０００円を資本金に組み

入れ、残余を繰り越すものとする。

令和６年１１月２８日提出

丹波篠山市長 酒 井 隆 明
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議案第７５号

令和５年度丹波篠山市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついて

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定によ

り、令和５年度丹波篠山市下水道事業会計未処分利益剰余金４０４，５２９，

１３３円のうち２７３，０００，０００円を資本金に組み入れ、残余を繰り越

すものとする。

  令和６年１１月２８日提出

丹波篠山市長 酒 井 隆 明 
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